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計画に関連する施策（国立市第 6 次ジェンダー平等推進計画抜粋） 

 

 

課題３．DV の根絶と被害者支援 

 

 

施策（６）DV の未然防止と早期発見 

 

被害者にも加害者にもならないように、DV の未然防止の啓発を進めるとともに、DV が

生じた場合には速やかに支援につなげることができるよう、被害を早期発見するための関

係者への啓発を進めます。また、DV と児童虐待は同時に発生するケースも多いため、DV

と児童虐待との関連性についての啓発や学校等との連携を進めます。 

 

 

主な取組⑬ 啓発と周知                 ［市長室、教育指導支援課］ 

取組内容 暴力を容認しない意識を醸成し、自身や周囲の被害または加害に気付

くきっかけとするため、相談窓口の周知と合わせて啓発を行うととも

に、加害の防止に関する研究を進める。 

関連事項 ダブルリボンキャンペーン 市報・相談窓口カード等での周知 

学校教育の充実 デート DV 防止リーフレット配布 

加害の防止に関する研究  

 

 

主な取組⑭ 早期発見体制の整備                                      ［市長室］ 

取組内容 関係者に対する研修を実施するとともに、関係機関と密に連携し、各

機関や地域での早期発見につなげる。 

関連事項 民生委員・児童委員への研修 保育園・学校等との連携 
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施策（７）DV 被害者支援の充実 

 

庁内連携により相談支援や安全確保の取組を進めます。特に、公的シェルターの利用が

難しい場合など、支援の枠組からこぼれ落ちる人のいないよう、民間支援団体と協働して

被害者の状況に応じた対応を行います。男性被害者についても、適切な支援につなげるこ

とができるように関係機関と連携していきます。 

 

 

主な取組⑮ 相談支援                        ［市長室、福祉総務課］ 

取組内容 関係部署が連携した相談支援体制を整備し、被害者の状況に応じた支

援につなげる。 

関連事項 女性 DV ホットライン 夜間・休日女性相談 

くにたち男女平等参画ステーショ

ン相談 

福祉総合相談（男性被害者等） 

 

 

主な取組⑯ 安全確保                 ［市長室、市民課、福祉総務課］ 

取組内容 身体の安全を確保する必要がある被害者に対し、住民基本台帳の閲覧

制限や緊急一時保護等の対応を行う。 

関連事項 被害者情報等の保護 同行支援 

緊急一時保護 短期宿泊支援 

 

 

主な取組⑰ 生活再建支援                          ［市長室、福祉総務課、子育て支援課］ 

取組内容 被害者やその子どもの個別の状況に合わせて、心身のケアを行うとと

もに、生活再建に向けた支援を行う。 

関連事項 自立支援 短期宿泊支援 

子どものケア ひとり親家庭支援 
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施策（８）DV 被害者支援体制の強化 

 

支援体制の強化につなげるため、配偶者暴力相談支援センターの設置に関する検討を含

めて、庁内や関係機関との連携体制を整備します。また、被害者支援や加害者対応を適切

に行うため、関係部署の職員への研修や訓練を徹底します。 

 

 

主な取組⑱ 配偶者暴力相談支援センターの設置検討           ［市長室］ 

取組内容 ワンストップでの迅速な被害者支援体制を構築するため、配偶者暴力

相談支援センターの設置に向けて、庁内体制等の課題を整理して検討

する。 

関連事項 設置に向けた課題整理と調整  

 

 

主な取組⑲ 庁内連携と研修・訓練                                    ［市長室］ 

取組内容 被害者情報の保護や加害者対応に関する庁内連携を強化するため、庁

内連絡会を開催して情報共有するとともに、対応マニュアルに沿った

研修や訓練を行う。 

関連事項 被害者支援連絡会（研修・訓練） 対応マニュアルの更新 

 

 

主な取組⑳ 関係機関との連携                                        ［市長室］ 

取組内容 庁内関係部署や外部関係機関による協議会を設置し、情報共有や連携

を強化するとともに、医療的ケアが必要な被害者の支援に向けて医療

機関との連携を行う。 

関連事項 協議会の設置 東京都女性相談センターとの連携 

民間支援団体との連携 医療機関との連携 
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課題４．困難な問題を抱える女性等への支援 

 

 

施策（９）包括的な支援体制の整備 

 

 困難女性支援法に基づく基本計画の策定過程において、市内における現状や課題、国籍

やしょうがい等による複合的な困難について具体的に分析していきます。また、民間支援

団体との協働による支援や、医療的ケアが必要なケースへの対応の充実など、支援体制を

整備していきます。 

 

 

主な取組㉑ 相談支援体制の整備           ［市長室、福祉総務課、まちの振興課］ 

取組内容 様々な困りごとに対応する相談窓口を整備し、必要とする人に情報が

届くように相談窓口カードを配布する。 

関連事項 福祉総合相談 女性相談／夜間・休日女性相談 

くにたち男女平等参画ステーショ

ン相談 

市民相談（法律相談等） 

生理用品の配布（相談案内同封）  

 

 

主な取組㉒ 様々なニーズへの対応        ［市長室、福祉総務課、しょうがいしゃ支援課］ 

取組内容 国籍や言語、しょうがい等の事情によらず、すべての人が安心して相

談できる体制を整えるとともに、相談者が抱える精神的な課題等に十

分に対応できるよう専門相談機能を拡充する。 

関連事項 通訳支援 心理カウンセリングの拡充 

SNS 相談の導入検討  
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主な取組㉓ 相談員等の研修の実施  ［市長室、福祉総務課、しょうがいしゃ支援課、高齢者支援課］ 

取組内容 生活福祉やしょうがいしゃ支援、高齢者支援等の福祉部門の相談員等

が、ジェンダー平等の視点に留意して相談支援にあたることのできる

ように、研修を実施する。 

関連事項 相談員研修  

 

 

主な取組㉔ 民間支援団体との協働                                    ［市長室］ 

取組内容 民間支援団体との協働により、民間の専門性や柔軟性を活用し、困難

な問題を抱えた女性への中長期的な支援を実施する。 

関連事項 女性パーソナルサポート事業（自立支援、短期宿泊支援、アウトリー

チ支援） 

 

 

主な取組㉕ 関係機関との連携                                        ［市長室］ 

取組内容 庁内関係部署や外部関係機関による支援調整会議を設置し、情報共有

や連携を強化する。 

関連事項 支援調整会議の設置 東京都女性相談センターとの連携 

民間支援団体との連携 医療機関との連携 

 

 

主な取組㉖ 基本計画の策定                                          ［市長室］ 

取組内容 有識者や当事者等へのヒアリングを踏まえて、女性が抱える困難な問

題に関する現状や課題を整理し、困難女性支援法に基づく基本計画を

策定する。 

関連事項 基本計画の策定  
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施策（10）個別状況に応じた支援の充実 

 

相談者の抱える様々な問題には、性別による課題や複合的課題が背景にあるケースも多

いということを踏まえて、一人ひとりの相談者の状況に応じた支援を進めていきます。ま

た、精神的な課題を抱えた相談者への対応では主治医を交えるなどして、個々の状況に応

じた関係者間でのケース会議で連携した対応を進めます。 

 

 

主な取組㉗ 生活困窮者等への支援                       ［市長室、福祉総務課］ 

取組内容 個別の状況に応じた相談支援や同行支援、居場所の確保等により、経

済的な問題や家庭環境の課題、精神の不調等を抱える女性の中長期的

な自立を支援する。 

関連事項 自立支援 短期宿泊支援 

同行支援 ひきこもり女子会・ママ会 

関係者間のケース会議  

 

 

主な取組㉘ ひとり親家庭への支援                  ［子育て支援課］ 

取組内容 プレシングル家庭を含むひとり親家庭の生活の安定と経済的自立のた

め、ひとり親家庭が抱える困難の状況を把握し、各種手当の支給や相

談支援等を行う。 

関連事項 ひとり親家庭相談・支援 離婚に関する基礎知識講座 

 

 

主な取組㉙ 性暴力、ストーカー等の被害者への支援           ［市長室、福祉総務課］ 

取組内容 性暴力、性犯罪、性的搾取、ストーカー等の被害者からの相談を受け、

専門機関の情報を提供するとともに、必要な支援を行う。 

関連事項 被害者情報等の保護 自立支援 

短期宿泊支援 同行支援 

 


